
 
 
 

    
  

 
 
 

  
   

 
 

 
 

 

資料３
飯島委員からの意見



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     













第２次生駒市教育大綱事務局案への意見           浦林直子 

 

それぞれの機関の意見が反映され、内容が大変充実してきたと思いますが、前回協議で小崎主幹

がアドバイスされたように、書き込み過ぎることで「４年後に実態と合わないしばりにならないよ

うに」“目的”や“VISION”は明確に、言葉は先走りせず誰にでもわかる必要があると思います。 

 

意見１、基本方針２、枝番号１「地域に開かれ、地域とともにある学校づくり」の推進 

    ○・・・コミュニティースクールや学校施設の地域への開放など、 

       →コミュニティースクールや地域人材を生かした部活動・協働への取組など 

 

学校施設の開放については、各校で保護者の意見を PTA アンケートなどを通じて理解度や許容度を

問い、学校運営協議会で責任をもって誰のどのような活動に開放するか協議する必要があると思い

ます。家庭の事情や保護者の価値観は多様なので、一人でも不安だという声がありそれに応えられ

ないなら難しいのでは。学校は、生徒と保護者のものだと思います。コミュニティー施設と同じ社

会施設というなら、警備員を常駐してほしい。体育の時間の着替え、健康診断、プールの時間など、

子ども達が脱ぐ機会は多く、犯罪を目的にした大人に対して学校はあまりに無防備。登録した人が

「個人情報を漏らさない」「守秘義務」を条件に入れるようにするべきではないでしょうか。 

地域への開放という言葉は、色々な意味に取られかねない。 

 

意見２、基本方針２、枝番号４「主体的に学び、挑戦を続けるたくましい心身の育成」 

    ○「稼ぐ力」や「地域にとび出す機会の創出」など、実体験を増やすことで、 

     →年齢に応じた「自立」や「はたらく」意味を感じられる様々な実体験を増やすことで、 

 

旧大綱では、「大学等との連携や、トップアスリートを迎えた授業など、実体験を増やすことで」

だったものを、「稼ぐ力」「地域にとび出す機会」に変えているが、これらの言葉からイメージされ

る学校教育の目的が、多くの人に共有・共感されているとは考えにくいと思います。世の中に必要

とされる仕事は多岐にわたり、収入に対する価値観もそれぞれで、家庭で親が教える価値観と学校

で教えるべきことが同じとも限らない。（工藤勇一「子どもが大人になって社会へ出ていく時に必

要となる知識やスキル、あるいは働くスタイル、生き方などは、はたして学校で学べるか？」） 

また、「地域にとび出す機会」も何を目的にするのか共有できないと、送り出す親も受け入れる地

域も困惑すると思います。コミュニティースクールの「協働への取組」で生徒が地域と関わる活動

を進められるのではないでしょうか。 

むしろ、自立や働くことの意味をそれぞれの発達段階に応じて教えること、稼いでも人の道を外れ

てはいけないことなど人間性を豊かにする方向でないと、教育とは言えないのでは？ 
 
意見３、基本方針２、枝番号５「楽しい授業づくり」→「たしかな学力」 
    ○・・・子ども達が授業を「楽しい」と感じる 
       →子ども達が授業を「わかる」「楽しい」と感じる 
楽しい授業、は手段であって教育の目的とは言えないのでは？各校の児童・保護者アンケートでは、 
「楽しい」は９０％前後。わかる、もっと学びたいという、学習への向かい方を教えるのが学校で、

将来にわたって必要なのは、確かな学力と学びへの意欲だと思いました。 


